
令和3年度定住奨励金について
 交付要件
・平成30年1月2日～令和3年1月1日
の間に市内に住宅を新築または
購入していること

・対象の住宅に居住し、住民登録
していること

・固定資産税などの市税を完納し
ていること　など

※交付期間は固定資産税が課税
された年度から3年間ですが、
年度ごとに申請が必要です。
 受付場所
政策課（本庁）または総合支所（寒川庁舎）

一人ひとりが正しい交通マナーを実践
し、「交通事故ゼロのさぬき市」を実現し
ましょう!

軽自動車税の減免制度について

縦覧について

定住奨励金交付申請書の
受付期間を変更します
令和3年度からの変更です。
期間内の申請書の提出に、ご理解とご
協力をお願いします。

身体・精神・知的障害者の方に
対する自動車税（種別割）の

減免申請について

固定資産評価額の縦覧および
固定資産課税台帳の
閲覧について

　障害者手帳の交付を受け、要件に該
当する場合は、自動車税（種別割）の
減免を受けることができます。

　不動産鑑定士（各会場3名程度）が、土地・建物等
の不動産の価格や土地取引に関する相談に無料で
応じます。事前申込は不要で、希望者は直接会場へ
お越しください。

  固定資産の納税義務者は、「縦覧帳
簿」をご覧いただき、自分が所有する
土地または家屋と他の土地または家屋
を比較して、その評価が適正であるか
どうかを確認できます。
●縦覧できる方
　・所有者（納税義務者）
　・所有者（納税義務者）の同世帯の家族
　・納税管理人
※ただし、土地のみを所有している方は、家
屋の縦覧はできません。反対も同様です。

●縦覧に必要な物 
来庁者の本人確認ができるもの（個人
番号カード、運転免許証など）

※代理人の場合は、委任状が必要です。
閲覧について

　固定資産の納税義務者は、自分が所
有する固定資産について固定資産課税
台帳を閲覧することができます。
●閲覧できる方
　・所有者（納税義務者）
　・所有者（納税義務者）の同世帯の家族
　・納税管理人
　・固定資産の借地・借家人等（賃借権者、
　 地上権者その他使用または収益を
　 目的とする権利を有する者）
●閲覧に必要な物 
来庁者の本人確認ができるもの（個人番
号カード、運転免許証など）
借地・借家人等の方は、賃貸借契約書、
賃借料等を払い込んだ領収証書など
※代理人の場合は、委任状が必要です。

【問】政策課　☎（087）894-1112

【問】さぬき市危機管理課　☎（087）894-1115
さぬき警察署交通課　☎（087）894-0110

【問】　　　　　軽自動車税について税務課
☎（087）894-9210

自動車税について香川県県税事務所自動車税課
☎（087）806-0314【問】税務課　☎（087）894-9210

【問】公益社団法人香川県不動産鑑定士協会事務局
☎（087）822-8785

春の全国交通安全運動

令和3年7月1日（木）～令和4年3月31日（木）
受付期間

「車より　人が優先　讃岐マナー」
スローガン

　4月1日～5月24日（土・日・祝日を除く）
申請期間

　4月1日（木）～4月30日（金）
　（土・日・祝日を除く）
　※休日開庁の4月4日（日）は、税務課で
　　可能

期　　間

4月2日（金）　10時～16時日　時

香 川 県 庁　本館　1階　ギャラリー前
丸亀市役所　2階　相談室

場　所

老朽化による倒壊

　税務課（本庁）または総合支所（寒川庁舎）
場　　所

　無料
手数料

　税務課（本庁）または総合支所（寒川庁舎）
受付場所

（1）障害者手帳（原本）
（2）認印
（3）運転免許証（写し可）
（4）車検証（写し可）
（5）個人番号カードまたは通知カード等、
　　　個人番号がわかるもの
注　意 減免申請は、毎年必要です。

一人につき、減免車両は一台です。
自動車税（普通乗用車）の減免との併
用はできません。

必要書類

　4月6日（火）～4月15日（木）
　交通事故死ゼロを目指す日　4月10日（土）

期　　　間

　1　子供と高齢者を始めとする
　　　　　　　　歩行者の安全の確保
　2　自転車の安全利用の推進
　3　歩行者等の保護を始めとする
　　　　　　　　安全運転意識の向上
　4　全ての座席のシートベルトの着用と
　　　チャイルドシートの正しい使用の徹底
　5　飲酒運転の根絶

運動重点

契約状況（工事10，000千円、委託2，000千円以上）

【問】財産活用課　☎（087）894-8677

株式会社真部組
株式会社真部組
株式会社高木産業
朝日航洋株式会社高松支店
有限会社ライズ設計

47,300,000
30,250,000
22,000,000
13,860,000
4,180,000

工事名（業務名）
令和2年12月1日～令和3年1月31日
契約者 請負金額（円）

令和2年度市道城北1号線（風呂橋）橋梁補修工事
令和2年度さぬき市建設残土処分場整備工事（その2）
令和2年度市道荒池線道路改良工事
令和2年度さぬき市ため池ハザードマップ作成業務（その2）
令和2年度市道東代臨港線道路改良工事設計業務

【問】財産活用課　☎（087）894-8677

○空き家バンク制度
売買・貸借を希望する空き家の情報発信を
支援します
【問】政策課　☎（087）894-1112

○空き家リフォーム支援事業
市内業者を活用した空き家改修工事や家財
道具処分にかかる費用を支援します
【問】都市整備課　☎（087）894-1113

○老朽危険空き家除却支援事業
危険な空き家の取壊工事にかかる費用を
支援します
【問】生活環境課　☎（087）894-1119

休日開庁の4月4日（日）は、税務課で
受付できます。

自動車税の減免制度について

　4月1日～5月26日（土・日・祝日を除く）
申請期間

　香川県県税事務所自動車税課（高松市松島町）
受付場所

　本市でも臨時に出張して受け付けます
　のでご利用ください。
　〇申請受付日
　　4月 9日（金）、4月16日（金）、
　　5月14日（金）
　〇受付時間
　　9時～16時
　〇場所・連絡先
　　東讃県民センター（大川合同庁舎内）
　　津田町津田930-2

備　　考

あなたが所有する空き家は大丈夫ですか?

長期間、管理されていない空き家では建物の傷みが進み、
自然災害などをきっかけに倒壊事故につながる恐れがあります

草木の繁茂・害虫の発生
敷地の中に草木が生い茂ることで害虫や
害獣が繁殖し、地域の景観・生活環境を
損なう恐れがあります

不審者の侵入
壊れた窓やドアなどからの不法侵入を許す
ことで窃盗や放火などの犯罪を招き、貴重
な財産を失う恐れがあります

　市には、環境美化を行っていくための条例があります。
　近年、住宅地の周辺の空き地等に雑草や樹木等が繁茂し地域
の方への悪影響が生じているとの相談が増加しています。
　空き地等の管理者は周辺環境に配慮のうえ、草刈りを定期的
に行うなど適切な維持管理に努め、いつまでも住みたいと思う
美しいまちづくりを心がけましょう。

【問】生活環境課　☎（087）894-1119

環境美化の促進に関する条例を
ご存じですか?

不動産鑑定無料相談会を
開催します

　令和３年度空き家リフォーム支援事業
および住宅リフォーム支援事業の受付を、
5月6日（木）から開始します。
詳しくは、広報さぬき5月号に掲載します。

空き家リフォーム支援事業、
住宅リフォーム支援事業に

ついて

空き家を有効活用する取り組み

　安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するために、適切な管理をお願いします。

【問】都市整備課　☎（087）894-1113

くらしのお知らせ
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